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令和５年７月神戸町教育委員会定例会会議録（要旨） 

 

１ 日  時  令和５年７月26日（水）午後１時26分から午後２時35分 

 

２ 場  所  神戸町役場南庁舎 ２階第３会議室 

 

３ 出席委員  宇野秀宣教育長、竹中照真委員（教育長職務代理者）、北村 守委員、

今津昭雄委員、河合奈緒子委員 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 説明のために出席した事務局の職員 

        石原宏一教育部調整監兼生涯学習課長、大坪由美教育課長 

 

６ 傍 聴 者  なし 

 

７ 議事日程 

   日程第１ 開会 

   日程第２ 前回会議録の承認について 

   日程第３ 会議録署名者の指名について 

   日程第４ 報第11号 指定学校変更承認に係る専決処分の承認について 

   日程第５ 議第28号 令和６年度使用小・中学校用教科用図書西濃地区採択につい

て 

   協議、報告事項 

    １）教育委員会行事予定（７月～８月）について【資料No.１】 

    ２）その他 

    ３）次回定例会開催日 

       ８月30日（水）午後１時30分から 南庁舎２階第３会議室 

       ９月22日（金）午後１時30分から 南庁舎２階第３会議室 
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午後１時26分 開会  

  開会 

○宇野教育長 改めまして、皆さん、こんにちは。 

 委員の皆様方には、御多用の中、また猛暑の中、御出席をいただきまして誠にありが

とうございます。 

 本日の会議には、教育委員さん全員の出席をいただいておりますので、会議は成立す

ることを認めます。 

 なお、傍聴の申出はございません。 

 それでは、日程第１、ただいまから令和５年７月神戸町教育委員会定例会を始めてま

いります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  前回会議録の承認について 

○宇野教育長 日程第２、前回会議録の承認についてでございます。 

 お手元に先月の会議録を用意しておりますので、御確認をお願いしたいと思います。 

 よろしかったでしょうか。 

 御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認め、令和５年６月神戸町教育委員会定例会の会議録は承認されました。 

 なお、この会議録を神戸町のホームページで公表いたしますので、御了解をお願いい

たします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  会議録署名者の指名について 

○宇野教育長 続きまして、日程第３、会議録署名者の指名についてでございますけれど

も、今回は河合委員さんにお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  報第11号について 

○宇野教育長 日程第４、報第11号 指定学校変更承認に係る専決処分の承認についてを

議題といたします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

○大坪教育課長 日程第４、報第11号 指定学校変更承認に係る専決処分の承認について

でございます。 

             〔資料により説明〕 

             〔説明内容非公開〕 

 

○宇野教育長 ありがとうございます。 

 ただいまの説明について、質疑・討論はございませんか。 

             〔質疑・討論内容非公開〕 
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○宇野教育長 そのほか、よろしかったでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

 それでは、質疑・討論を終わり、採決をいたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、報第11号 指定学校変更承認に係る専決処分の承認に

ついては原案のとおり承認されました。 

 なお、この議案等については個人情報に当たりますので、また机の上に残しておいて

いただければというふうに思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議第28号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第５、議第28号 令和６年度使用小・中学校用教科用図

書西濃地区採択についてを議題といたします。 

 先般、来年度、神戸町の小・中学校で使用する教科書につきまして、西濃地区の教科

書採択協議会において審議・審査が行われました。その結果に基づいて御提案をするも

のでございます。 

 それでは、事務局の説明をお願いします。 

○大坪教育課長 令和６年度の神戸町立小・中学校教科用図書を別紙資料のとおり採択す

るにつき、教育委員会の議決を求めるものでございます。 

             〔資料により説明〕 

 

 御意見、御質問をいただいた上で採択の議決をお願いいたします。 

○宇野教育長 まず初めに、前半部分のご意見やご質問を伺いたいと思います。 

○竹中委員 東京書籍や学校図書、これは、教科書会社が違っても、バーコードの画像は

一緒。 

○大坪教育課長 違います。ＱＲコードへかざして見える画像も教科書会社で作成してい

ます。 

○竹中委員 それぞれがオリジナルでつくっている。 

○大坪教育課長 そうです。 

○竹中委員 これは、教科書の大きさってそろえていないんやね。 

○大坪教育課長 はい。まちまちでございます。調査研究員は、具体的に何ページあるか

とか、重さがどれくらいかとかまで考えております。例えば理科でありますと、大きい

ので写真がたくさん入るから、じゃあ大きいほうがいいかというとそうではないという

ことで、やっぱり大きさも大きいから使いにくかったり使いやすかったりするという、

それぞれの良さがあるかと思います。いろんな大きさになっております。 

○竹中委員 入れ込む内容は全部一緒なんでしょう。 

○大坪教育課長 学習内容は、学習指導要領に沿ってつくられておりますので、全て検定
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を通った内容になっておりますけれども、細かい内容は教科書会社によって少しずつ違

っております。 

○竹中委員 さっきの国語なんかは、偶然、物語が同じものだったけれども、全部が一緒

の内容で、表現方法が違うだけでなく、内容も違う。 

○大坪教育課長 はい。 

○今津委員 上下に分かれておる、せめて算数と国語の時間数の多い教科については、や

っぱり１冊が望ましいんやないかな。上下となったときに、前がわからない。それで、

大日本図書なんかは、こうやってあえて１冊にしてあるし。国語なんかも、あえて１冊

にしてあると思うんですね。写真等が多い理科とか社会については、ちょっとやむを得

ない。いかにも重たくなり過ぎてしまってあれなんですけど。そういう配慮が、私はこ

の上下で分かれるというのが必ずしもいいとは思わんですね。１冊ぽこんとあったほう

が、ぼろぼろにはなるんですけれど、せめて国語、算数。ほかの時間数の少ないのは当

然１冊なんですけれど、そういうようなことで、算数、大日本図書を選ばれた理由とい

うのもあるかなと思って。 

○大坪教育課長 分冊にすると、やはり１冊が薄くなるので荷物としては軽くなります。

ただ、デメリットとしては、１年間の学びの中で、じゃあこのときに学んだところを振

り返ろうというときに、やっぱり前の教科書がないと振り返れないということもありま

して、やっぱり年間１冊になっているというメリットは今おっしゃられたとおりである

かと思います。 

 今回、選ばれました大日本図書は分冊にはなっておりませんので、そういった形では

学びやすさはあると思います。 

○竹中委員 でも、重いわなあ。 

○今津委員 重いは重いですね。何を学んだかということね。 

○竹中委員 １年間を通して。 

○宇野教育長 いかがですか、北村委員さん。 

○北村委員 よくできているものじゃないかなあと思います。私的には、メモなんかがで

きるといいのかなあと思うんですが、びっしり資料が載っているし、紙の質もいいので、

なかなか鉛筆では落書きできんかなと。紙質がいいですね。だから、重いんですよね。 

○河合委員 この理科の矢印がずうっと続いているところ、すごくいいなあと思いました、

途切れ途切れではなく。種の発芽のところですけど。 

 大坪課長が、こういう数直線だと苦手な子がいるとか、地図は多少省いたほうが見や

すい子がいるというのは言われないと分からないことだったので、なるほどなと思いま

した。 

○北村委員 ちなみに、このＱＲコードって自宅でも見られるんやね。 

○大坪教育課長 見られます。家庭学習にも使えます。 

○今津委員 ４年度からですか、ＱＲコードが入ったのは。前から入っておるんですか。 

○大坪教育課長 今現在使っている教科書にも実は入っています。特に、英語とかはたく

さん入っているんですけれども、圧倒的に今回の見本本からは増えておりますし、内容
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もとても充実しています。それは、１人１台のタブレットが今全国で普及しているので

増えております。 

○大坪教育課長 では、後半戦に行ってよろしいでしょうか。 

             〔討論内容一部省略〕 

             〔資料により説明〕 

 

○宇野教育長 ありがとうございました。 

 ただいま説明を申し上げました。質疑、討論、先ほども感想等をいただきましたけれ

ども、引き続き、質疑、討論等ございましたら、お願いをいたします。 

○河合委員 小学校の英語というのは、６年生の時点でどれくらいまでが目標なんですか。

簡単な文が書けるところまでなんでしょうか。教えてください。 

○大坪教育課長 聞くことや話すことが中心なんですけれども、教科書にありますように

簡単な文章を写すことが中心、書く活動については写すことができればよいという形で、

書く活動を行っております。 

○宇野教育長 そのほか、いかがでございましょうか。 

○今津委員 これは、現在５年度使用の教科書会社というのは分かるの。 

○大坪教育課長 国語は光村です。 

○今津委員 書写、光村。 

○大坪教育課長 はい。 

○宇野教育長 そのほか、いかがでしょうか。 

 なかなか、これは審査が大変。優劣つけ難い。 

○今津委員 そうですよ。 

○宇野教育長 審査される先生方も、厳正に選んで。 

○竹中委員 僕らは１番、２番しかないけれども、教科によっては物すごい教科書がある

のを全部読まれて。 

○大坪教育課長 はい。全ての教科書会社の教科書を比べます。まず、県のほうで全ての

教科書会社について、どちらがよいという比較ではなくて、この教科書にはどういう特

徴があるかという調査をされます。それを各地区の研究員が、実際にどの教科書が一番

優れているかという調査・研究をしております。 

             〔討論内容一部省略〕 

 

○宇野教育長 そのほか、よろしかったでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

 それでは、質疑・討論を終わり、採決をいたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、議第28号 令和６年度使用小・中学校用教科用図書西
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濃地区採択については原案のとおり採択することに決定をいたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○宇野教育長 以上をもちまして、今定例会に付議されました案件は全て議了をいたしま

した。 

 なお、今の採択に係る議案の全てを残しておいてもらって、回収します。 

 それでは、続きまして、協議、報告事項に移ります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  協議、報告事項 

１）教育委員会行事予定（７月～８月）について【資料No.１】 

○宇野教育長 教育委員会の行事予定について説明をお願いします。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 教育委員会行事予定（７月～８月）について御報告

申し上げます。 

             〔資料により説明〕 

 

○宇野教育長 ありがとうございます。 

 行事予定につきまして、何か御質問等、よろしかったでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

 

２）その他 

○宇野教育長 それでは、その他ということですけれども、お願いします。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長  

 ・第64回神戸町文化祭、生涯学習講演会について 

 ・学校教育寄附金について 

 ・令和５年度神戸町スポーツ少年団SUMMERキャンプについて 

 ・令和５年度安八郡教育委員連絡協議会研修視察について 

             〔内容省略〕 

 

○大坪教育課長 

 ・小・中学校の運動会、体育大会について 

 ・中学生の海外研修派遣の実施について 

 ・留守番電話機能の導入について 

 ・岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会について 

             〔内容省略〕 

 

○宇野教育長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明で、御質問ございましたらお願いします。 

 よろしかったですか。 

〔挙手する者なし〕 
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３）次回定例会開催日 

○宇野教育長 協議、報告事項、次回の定例会開催日 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 〔８月・９定例会について〕 

  ・８月30日（水）午後１時30分から 南庁舎２階第３会議室 

  ・９月22日（金）午後１時30分から 南庁舎２階第３会議室 

 

○宇野教育長 ありがとうございます。 

 それでは、そのほか、全体を通じて何かございますでしょうか。よろしかったでしょ

うか。 

〔挙手する者なし〕 

 それでは、以上をもちまして、令和５年７月神戸町教育委員会定例会を閉会いたしま

す。慎重審議、誠にありがとうございました。 

午後２時35分 閉会  
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 上記のとおり会議の経過を記載して、その相違のないことを証するため、ここに署名

する。 

 

 

 令和５年７月２６日 

 

          署 名 委 員   河 合 奈 緒 子 

 

 


